
生駒市規則第１５号 

 生駒市庁舎管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年６月２８日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市庁舎管理規則の一部を改正する規則 

生駒市庁舎管理規則（昭和５６年１０月生駒市規則第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１５条に次の１項を加える。 

２ 管理員は、前項各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、事務室

等の管理上必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は事務室等から

退去を命ずるものとする。 

附 則 

この規則は、令和６年８月１日から施行する。 


